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傍  聴  要  領 （案） 

 

地方独立行政法人山口県立病院機構評価委員会  

 

１ 傍聴する場合の手続 

  傍聴の受付は、先着順で行い、定員に達し次第、受付を終了します。 

 

２ 会議を傍聴するに当たり守っていただく事項 

（１）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向

等を表明しないこと。 

（２）会議場において、飲食及び喫煙をしないこと。 

（３）会議場において、写真撮影、録画、録音等をしないこと。ただし、会長の許可を得た場

合は、この限りではありません。 

（４）会議の秩序を乱したり、議事を妨害したりしないこと。 

（５）その他、会議場では、会長の指示に従うこと。 

 

３ 会議の秩序の維持 

（１）傍聴される方が２に掲げる事項に違反したときは、注意し、なお従われないときは、退

場していただく場合があります。 

（２）会議開催中、会場の秩序の維持ができなくなった場合又は緊急に公開になじまない

事項を審議する必要が生じた場合は、会議を途中で非公開とする場合があります。 

 

 

 

 

 

〔「附属機関等の会議の公開に関する事務処理要領」から〕 




